
   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
  
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

� 民法(相続関係)の改正に伴う改正                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Ｑ：平成31年の税制改正では、民法(相続関

係)の改正に伴う改正が行われるとか。どのよ

うになるのですか？                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ａ：次のようになります。 

【解説】  

平成31年の税制改正では、民法(相続関係)

の改正に伴い、配偶者居住権等の評価額が次

のようになります。 

①配偶者居住権 

 建物の時価－建物の時価×(残存耐用年数

－存続年数)/残存耐用年数×残存年数に応じ

た民法の法定利率による複利現価率 

②配偶者居住権が設定された建物(居住建物)

の所有権 

 建物の時価－配偶者居住権の価額 

③配偶者居住権に基づく居住建物の敷地の利

用に関する権利 

土地等の時価－土地等の時価×残存年数に

応じた民法の法定利率による複利現価率 

④居住建物の敷地の所有権等 

土地等の時価－敷地の利用に関する権利の

価額 

(注1)建物の時価及び土地等の時価は、それ

ぞれ配偶者居住権が設定されていない場合

の建物の時価又は土地等の時価とする。 

(注2)残存耐用年数とは、居住建物の所得税

法に基づいて定められている耐用年数(住宅

用)に1.5を乗じて計算した年数から居住建

物の築後経過年数を控除した年数をいう。 
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